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臨床栄養師養成の概要図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 講 座 

1 倫理とチーム活動 2 時間 10 退院（所）計画・指導 4 時間 

2 栄養ケア・マネジメントと情報管理 2 時間 11 在宅栄養ケア・マネジメントの運営 3 時間 

3 
科学的論拠に基づいた栄養ケア・マ

ネジメント 
2 時間 12 集団の栄養評価と計画 6 時間 

4 栄養ケア･マネジメントの運営 4 時間 13 地域栄養活動 2 時間 

5 栄養アセスメント・栄養ケア計画 7 時間 14 制度と臨床栄養活動 4 時間 

6 
特定保健用食品・保健機能食品・病

者用食品 
4 時間 

15 給食経営管理 4 時間 

16 経営の基礎 8 時間 

7 経腸・静脈栄養法 8 時間 
17 人材教育と自己研鑽、生涯学習 2 時間 

18 その他の臨床栄養師の養成に必要な科目 2 時間 

8 栄養教育 16 時間 
合 計 100 時間 

9 症例検討と発表 20 時間 

認定講座、臨床研修の履修互換については、臨床栄養師認定研修履修互換細則による。
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システム学会 
 

認定講座受託団体 

（栄養専門の大学 

・大学院） 

臨床栄養師研修施設（医療・福祉施設） 

【研修受託施設の条件】 

●何らかの第三者評価を受けていること 

●施設代表者が研修責任者になること 

●臨床栄養師の資格を有する者が監督責任

者になること（ＮＣＭリーダー、研修委員会

が承認した管理栄養士の代行を認める） 

●研修マニュアルの承認を受けていること 

 

＜ 臨床研修 900時間 ＞ 
 

1.急性期病院   350～450時間 
 
2.医療療養病床、回復期リハビリ・介護

保険施設    150～200時間 
 
3.地域栄養活動（外来、健診、 

通所サービス、訪問栄養指導、 

介護予防のための栄養改善サービス）  

150～200時間 
 
4.給食経営管理（フードサービスとマネ

ジメント）   150～200時間 
 
＊1-4 の時間配分は病院側と研修生のニー

ズに応じて 900時間に調整可。 
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